
令和２年度 第２回 島田市景観審議会議事録 

                      日時：令和３年２月 19日（金）14:00～14：30 

                      場所：島田市民総合施設プラザおおるり 

１階 第１多目的室 

【出席者】（１０名） 

 氏  名 役   職   等 

会 長 北川 雅之 島田商工会議所 専務理事 

副会長 寒竹 伸一 静岡文化芸術大学 副学長 

委 員 

土屋 和男 常葉大学 教授 

小澤 弘美 島田市商工会 

土屋 義明 島田市観光協会 

松村 裕子 志太建築士会 

朝倉 純夫 島田建設業協会 

長屋 正 自治会長連合会（島田地区） 

木田 輝男 自治会長連合会（金谷地区） 

藁科 博 自治会長連合会（川根地区） 

市職員 

田崎 武明 都市基盤部長 

大畑 和弘 都市政策課長 

大池 信司 都市政策課 都市政策推進係 係長 

田村 享広 都市政策課 都市政策推進係 主査 

市川 智規 都市政策課 都市政策推進係 主査 

    

【大池係長】 

皆様には、大変御多用のなか、御参集いただきまして、誠にありがとうございます。 

ただ今から、第２回島田市景観審議会を開催いたします。 

本日、この審議会の進行を務めさせていただきます都市政策課の大池でございます。 

よろしくお願いします。 

まず始めに、田崎都市基盤部長から御挨拶申し上げます。 

 

【田崎部長】 

～挨 拶～ 

 

【大池係長】   

ありがとうございました。 

 それでは次第に沿って進めさせていただきます。 

本日の会議につきましては、定数１０名のうち、１０名のご出席をいただいており、定数の過半



数を超えておりますので、島田市景観条例等施行規則第 18 条第２項の規定により、会議が成立し

ていることをご報告します。 

では、これより議事に入ります。 

これからの議事進行は北川会長にお願いします。 

 

【北川会長】 

会長の北川です。委員の皆様方には、大変お忙しい中、当審議会に御出席いただき､誠にありが

とうございます。皆様方のご協力をいただきながら、円滑な議事進行に努めていきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。 

それでは次第に沿って進めます。 

議案第１号「島田市景観計画の変更」について、事務局の説明をお願いします。 

 

【田村主査】 

～資料により説明～ 

 

【北川会長】 

事務局の説明が終わりました。委員の皆様からご質問等がありましたらお願いします。 

 

【北川会長】 

参考写真で、1,000 ㎡の区域の中に太陽光電池モジュールが 200 ㎡あります。同じ規模のモジュ

ールの場合でも、事業区域の面積が 1,000㎡なければ届出はいらないということで良いですか。 

 

【田村主査】 

 はい。あくまでも事業区域の面積を対象としていますので、例えば事業区域の面積が 500㎡でモ

ジュール面積が 200㎡であれば対象外になります。 

 

【北川会長】 

 わかりました。あくまでも、事業区域の面積が対象ということですね。 

 

【田村主査】 

 そうです。 

 

【北川会長】 

 1,000 ㎡以上の事業区域の面積を届出の対象とした場合、過去の例などから毎年何件か届出が出

てきそうですか。 

 

【田村主査】 

 過去５年間の平均を見ますと、同規模の設置は 15～20件程度ありました。今後も年間 15～20件

程度の届出がこちらにあると考えています。 

 



【土屋（義明）委員】 

 あまり専門的な意見は言えませんが、自然エネルギーを推進することは良いことだと思います。 

その場合、設置にあたっては、景観に係る届出の他に、住民の生活環境などを考慮した他の届出

や許可申請なども必要になると思います。 

今後、パンフレットなどを作成する際には、関係者の方々に、景観に係る届出以外にも必要な届

出等があることが伝わるような内容にしていただけると、利便性が上がって良いかと思います。 

よろしくお願いします。 

  

【田村主査】 

 ありがとうございます。周知用のパンフレット等を作成する際には、景観に係る届出以外にも必

要な届出等があることがわかるよう工夫をしたいと思います。 

 

【北川会長】 

他にはよろしいでしょうか。 

無いようですので、お諮りいたします。 

議案第１号「島田市景観計画の変更」については、ご異議ありませんか。 

 

【委員全員】 

～異議なしの声～ 

 

【北川会長】 

ありがとうございます。 

では、異議なしと認めます。 

その他、報告事項につきまして、事務局からお願いします。 

 

【田村主査】 

～大規模建築物等の届出状況、川越街道の景観重点地区指定への取組みについて報告～ 

 

【北川会長】 

それでは、以上をもちまして、令和２年度 第２回島田市景観審議会を終了いたします。 

委員の皆様には、円滑な議事の進行にご協力いただき、ありがとうございました。                 


